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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を表す３次元医用画像を入力として、立体視画像用の視差画像の数、立体視画像
の視点位置、立体視画像の視線方向、平行投影または中心投影の投影方法、および、画像
生成手法を含む画像生成条件に基づいて、該被検体の立体視出力を行うための立体視用画
像を生成する立体視用画像生成手段と、
　前記３次元医用画像と前記立体視用画像の画像生成条件とに基づいて、前記立体視出力
と等価な非立体視出力を行うための非立体視用画像を生成する非立体視用画像生成手段と
、
　前記立体視用画像と前記非立体視用画像とを、所定の出力画像選択条件に基づいて選択
的に出力する選択的出力手段とを備えた立体視用画像生成装置であって、
　前記選択的出力手段による出力先は、前記立体視用画像に基づく立体視表示と前記非立
体視用画像に基づく非立体視表示とを選択的に行うことが可能な表示装置であり、
　前記出力画像選択条件は、前記表示装置によって立体視表示された前記立体視用画像に
対して、入力手段による該立体視用画像中の所望の位置の指定を伴う操作が行われること
を検知した場合には、前記非立体視用画像を出力させるものであり、
　前記操作が、前記３次元医用画像の一部を立体視出力する位置の指定を行うための操作
、または、前記３次元医用画像から断面画像を生成する位置の指定を行うための操作のい
ずれかであり、
　前記３次元医用画像と位置情報とに基づいて断面画像を生成する断面画像生成手段をさ
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らに備え、
　前記選択的出力手段が、前記検知後に出力された前記非立体視用画像上で前記所望の位
置の指定を受付けた後、前記操作に応じて、前記立体視用画像生成手段によって前記指定
された位置に対応する立体視用画像を生成、または、前記断面画像生成手段によって前記
指定された位置に対応する断面画像を生成して前記表示装置に出力するものであることを
特徴とする立体視用画像生成装置。
【請求項２】
　前記表示装置は、立体視表示と非立体視表示とを表示画面中に混在させた表示がさらに
可能なものであることを特徴とする請求項１に記載の立体視用画像生成装置。
【請求項３】
　前記３次元医用画像に基づいて、前記被検体の所与の断面を非立体視するための断面画
像を生成する断面画像生成手段をさらに備え、
　前記選択的出力手段が、前記断面画像と、前記立体視用画像または前記非立体視用画像
とを表示画面中に混在させて前記表示装置に表示させるものであることを特徴とする請求
項２に記載の立体視用画像生成装置。
【請求項４】
　被検体を表す３次元医用画像を入力として、立体視画像用の視差画像の数、立体視画像
の視点位置、立体視画像の視線方向、平行投影または中心投影の投影方法、および、画像
生成手法を含む画像生成条件に基づいて、該被検体の立体視出力を行うための立体視用画
像を生成する立体視用画像生成手段と、
　前記３次元医用画像と前記立体視用画像の画像生成条件とに基づいて、前記立体視出力
と等価な非立体視出力を行うための非立体視用画像を生成する非立体視用画像生成手段と
、
　前記立体視用画像を立体視表示可能な表示装置に表示させる表示制御手段と、
　前記表示装置に立体視表示された前記立体視用画像に対して、入力手段による該立体視
用画像中の所望の位置の指定を伴う操作が行われた場合に、前記非立体視用画像を用いて
前記指定された位置を特定する手段とを備え、
　前記表示制御手段が、前記立体視用画像生成手段を用いて生成した前記特定された位置
に対応する立体視用画像を前記表示装置に表示させることを特徴とする立体視用画像生成
装置。
【請求項５】
　前記立体視用画像は、異なる視点から見た前記被検体を表す複数の視差画像であること
を特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の立体視用画像生成装置。
【請求項６】
　前記視差画像は、該視差画像における視点から前記被検体に向かう視線上の複数の点に
おける画素値の少なくとも１つを投影することによって得られた投影画像であることを特
徴とする請求項５に記載の立体視用画像生成装置。
【請求項７】
　前記視差画像は、前記被検体の奥行き方向の情報が表された疑似３次元画像であること
を特徴とする請求項６に記載の立体視用画像生成装置。
【請求項８】
　前記非立体視用画像は、前記複数の視差画像における複数の視点に等価な単一の視点か
ら見た前記被検体を表す画像であることを特徴とする請求項５から７のいずれか１項に記
載の立体視用画像生成装置。
【請求項９】
　前記非立体視用画像は、前記単一の視点から前記被検体に向かう視線上の複数の点にお
ける画素値の少なくとも１つを投影することによって得られた投影画像であることを特徴
とする請求項８に記載の立体視用画像生成装置。
【請求項１０】
　前記非立体視用画像は、前記被検体の奥行き方向の情報が表された疑似３次元画像であ
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ることを特徴とする請求項９に記載の立体視用画像生成装置。
【請求項１１】
　前記立体視用画像は、立体視表示のための立体視用領域と非立体視表示のための非立体
視用領域とを含むものであることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の
立体視用画像生成装置。
【請求項１２】
　立体視用画像生成手段と、非立体視用画像生成手段と、選択的出力手段と、入力手段と
、検知手段と、断面画像生成手段とを備えた立体視用画像生成装置の作動方法であって、
　前記立体視用画像生成手段が、被検体を表す３次元医用画像を入力として、立体視画像
用の視差画像の数、立体視画像の視点位置、立体視画像の視線方向、平行投影または中心
投影の投影方法、および、画像生成手法を含む画像生成条件に基づいて、該被検体の立体
視出力を行うための立体視用画像を生成するステップと、
　前記非立体視用画像生成手段が、前記３次元医用画像と前記立体視用画像の画像生成条
件とに基づいて、前記立体視出力と等価な非立体視出力を行うための非立体視用画像を生
成するステップと、
　前記選択的出力手段が、前記立体視用画像と前記非立体視用画像とを、所定の出力画像
選択条件に基づいて選択的に出力するステップとを有する立体視用画像生成装置の作動方
法であって、
　前記選択的に出力するステップによる出力先は、前記立体視用画像に基づく立体視表示
と前記非立体視用画像に基づく非立体視表示とを選択的に行うことが可能な表示装置であ
り、
　前記出力画像選択条件は、前記表示装置によって立体視表示された前記立体視用画像に
対して、前記入力手段による該立体視用画像中の所望の位置の指定を伴う操作が行われる
ことを前記検知手段が検知した場合には、前記非立体視用画像を出力させるものであり、
　前記操作が、前記３次元医用画像の一部を立体視出力する位置の指定を行うための操作
、または、前記３次元医用画像から断面画像を生成する位置の指定を行うための操作のい
ずれかであり、
　前記断面画像生成手段が、前記３次元医用画像と位置情報とに基づいて断面画像を生成
するステップをさらに備え、
　前記選択的に出力するステップが、前記検知後に出力された前記非立体視用画像上で行
われた前記所望の位置の指定を受付けた後、前記操作に応じて、前記立体視用画像生成手
段によって前記指定された位置に対応する立体視用画像を生成、または、前記断面画像生
成手段によって前記指定された位置に対応する断面画像を生成して前記表示装置に出力す
るものであることを特徴とする立体視用画像生成装置の作動方法。
【請求項１３】
　立体視用画像生成手段と、非立体視用画像生成手段と、表示制御手段と、位置特定手段
と、入力手段とを備えた立体視用画像生成装置の作動方法であって、
　前記立体視用画像生成手段が、被検体を表す３次元医用画像を入力として、立体視画像
用の視差画像の数、立体視画像の視点位置、立体視画像の視線方向、平行投影または中心
投影の投影方法、および、画像生成手法を含む画像生成条件に基づいて、該被検体の立体
視出力を行うための立体視用画像を生成するステップと、
　前記非立体視用画像生成手段が、前記３次元医用画像と前記立体視用画像の画像生成条
件とに基づいて、前記立体視出力と等価な非立体視出力を行うための非立体視用画像を生
成するステップと、
　前記表示制御手段が、前記立体視用画像を立体視表示可能な表示装置に表示させるステ
ップと、
　前記位置特定手段が、前記表示装置に立体視表示された前記立体視用画像に対して、前
記入力手段による該立体視用画像中の所望の位置の指定を伴う操作が行われた場合に、前
記非立体視用画像を用いて前記指定された位置を特定するステップと、
　前記表示制御手段が、前記立体視用画像生成手段を用いて生成した前記特定された位置
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に対応する立体視用画像を前記表示装置に表示させるステップとを有することを特徴とす
る立体視用画像生成装置の作動方法。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　被検体を表す３次元医用画像を入力として、立体視画像用の視差画像の数、立体視画像
の視点位置、立体視画像の視線方向、平行投影または中心投影の投影方法、および、画像
生成手法を含む画像生成条件に基づいて、該被検体の立体視出力を行うための立体視用画
像を生成するステップと、
　前記３次元医用画像と前記立体視用画像の生成条件とに基づいて、前記立体視出力と等
価な非立体視出力を行うための非立体視用画像を生成するステップと、
　前記立体視用画像と前記非立体視用画像とを、所定の出力画像選択条件に基づいて選択
的に出力するステップとを実行させる立体視用画像生成プログラムであって、
　前記選択的に出力するステップによる出力先は、前記立体視用画像に基づく立体視表示
と前記非立体視用画像に基づく非立体視表示とを選択的に行うことが可能な表示装置であ
り、
　前記出力画像選択条件は、前記表示装置によって立体視表示された前記立体視用画像に
対して、入力手段による該立体視用画像中の所望の位置の指定を伴う操作が行われること
を検知した場合には、前記非立体視用画像を出力させるものであり、
　前記操作が、前記３次元医用画像の一部を立体視出力する位置の指定を行うための操作
、または、前記３次元医用画像から断面画像を生成する位置の指定を行うための操作のい
ずれかであり、
　前記検知後に出力された前記非立体視用画像上で行われた前記所望の位置の指定を受付
けた後、前記操作に応じて、前記画像生成条件に基づいて前記３次元医用画像から前記指
定された位置に対応する立体視用画像を生成、または、前記３次元医用画像から前記指定
された位置に対応する断面画像を生成して前記表示装置に出力するステップをさらに実行
させることを特徴とする立体視用画像生成プログラム。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　被検体を表す３次元医用画像を入力として、立体視画像用の視差画像の数、立体視画像
の視点位置、立体視画像の視線方向、平行投影または中心投影の投影方法、および、画像
生成手法を含む画像生成条件に基づいて、該被検体の立体視出力を行うための立体視用画
像を生成するステップと、
　前記３次元医用画像と前記立体視用画像の生成条件とに基づいて、前記立体視出力と等
価な非立体視出力を行うための非立体視用画像を生成するステップと、
　前記立体視用画像を立体視表示可能な表示装置に表示させるステップと、
　前記表示装置に立体視表示された前記立体視用画像に対して、入力手段による該立体視
用画像中の所望の位置の指定を伴う操作が行われた場合に、前記非立体視用画像を用いて
前記指定された位置を特定するステップと、
　前記画像生成条件に基づいて前記特定された位置に対応する立体視用画像を生成して、
前記表示装置に表示させるステップとを実行させる立体視用画像生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元医用画像から立体視用画像を生成する装置および方法、並びにプログ
ラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　３次元医用画像データに基づいて立体視表示を行う技術が知られている。
【０００３】
　例えば、ＣＴ等による複数の断層画像に基づいて、左右両眼の位置から被検物体の断面
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を見た２つの視差画像を生成し、生成された視差画像を２つのディスプレイに表示させる
断層写真立体表示装置が提案されている。ここで、視差画像は、左右各々の視点について
、視点と投影面とを結ぶ視線上にある断層画像の各画素の濃淡値を積算し、必要に応じて
陰影づけや着色を行うことによって得られる。この装置によって表示された視差画像を、
観察者がステレオビューワを介して両眼で同時に観察すれば、被検物体を立体的に観察す
ることができる（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　また、仮想内視鏡画像の立体視表示手法も提案されている。具体的には、ボリュームレ
ンダリング法等を用いて左右両目の各視点からの中心投影による視差画像を生成し、左目
用の視差画像は左目のみ、右目用の視差画像は右目のみで見られるように構成されたヘッ
ドマウンテッド・ディスプレイに表示させることにより、観察者は仮想内視鏡画像のステ
レオ視を行うことができる（例えば、特許文献２）。
【０００５】
　一方、被検眼の眼底を表す左右の視差画像を撮影し、これらの視差画像を用いて立体視
表示された画像の一部を拡大表示したい場合において、一方の視差画像を表示し、表示さ
れた視差画像中で所望の拡大範囲の設定を受け付け、設定された拡大範囲に対応する範囲
を他方の視差画像にも自動設定し、両視差画像で設定された範囲を切り出し、拡大して立
体視表示する手法が提案されている（例えば、特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６２－１６７４１号公報
【特許文献２】特開平７－２１０７０４号公報
【特許文献３】特開２００７－１５１９８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、立体視表示された画像を見る実質的な視線と個々の視差画像における視
線とではその方向が異なっているので、特許文献３に記載の手法のように一方の視差画像
に対して範囲設定操作を行った場合には、立体視表示された画像を見る実質的な視線と、
範囲設定操作が行われた視差画像における視線の方向の違いにより、範囲設定の操作の際
に違和感が生じたり、設定された範囲が立体視表示された画像における所望の範囲と異な
っていたりすることがありうる。とはいえ、特許文献３の手法では、立体視表示のもとに
なる画像は、撮影で得られた２つの視差画像のみであり、範囲設定操作において他の画像
を用いることができない。
【０００８】
　また、立体視表示を行うには、それに対応した表示装置が必要となるが、実際の医療現
場では、医用画像を出力するすべての装置において立体視表示が可能であるとは限らない
し、その必要があるとも限らない。
【０００９】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、３次元医用画像から立体視用の画像を
生成する装置および方法、並びにプログラムを、立体視出力が不適切な場合や不要な場合
にも柔軟かつ適切に対応できるようにすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の立体視用画像生成装置は、被検体を表す３次元医用画像を入力として、所与の
画像生成条件に基づいて、該被検体の立体視出力を行うための立体視用画像を生成する立
体視用画像生成手段と、前記３次元医用画像と前記立体視用画像の生成条件とに基づいて
、前記立体視出力と等価な非立体視出力を行うための非立体視用画像を生成する非立体視
用画像生成手段とを設けたことを特徴とする。
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【００１１】
　本発明の立体視用画像生成方法は、被検体を表す３次元医用画像を入力として、所与の
画像生成条件に基づいて、該被検体の立体視出力を行うための立体視用画像を生成するス
テップと、前記３次元医用画像と前記立体視用画像の生成条件とに基づいて、前記立体視
出力と等価な非立体視出力を行うための非立体視用画像を生成するステップとを有するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明の立体視用画像生成プログラムは、コンピュータに上記方法を実行させるための
ものである。
【００１３】
　本発明において、「立体視用画像」の具体例としては、異なる視点から見た被検体を表
す複数の視差画像が挙げられる。この視差画像は、視差画像における視点から被検体に向
かう視線上の複数の点における画素値の少なくとも１つを投影することによって得られた
投影画像としてもよい。また、この投影画像は、例えばボリュームレンダリング法等の手
法によって得られる、被検体の奥行き方向の情報が表された疑似３次元画像としてもよい
。さらに、立体視用画像は、立体視表示のための立体視用領域と非立体視表示のための非
立体視用領域とを含んでいてもよい。
【００１４】
　「所与の（立体視用）画像生成条件」とは、どのような立体視用画像を生成するかを決
定するためのものであり、例えば、視差画像の数、視点位置、視線方向、投影方法（平行
投影・中心投影等）、画像生成手法（ボリュームレンダリング、ＭＩＰ、ＭｉｎＩＰ、Ｍ
ＰＲ等）等が挙げられる。
【００１５】
　一方、「非立体視用画像」は、立体視用画像による立体視出力と等価な出力を、立体視
を行わないで出力するための画像である。具体例としては、立体視用画像である複数の視
差画像における複数の視点と等価な単一の視点（等価視点）から見た被検体を表す画像が
挙げられる。ここで、等価視点は、例えば、複数の視差画像における複数の視点を結ぶ線
分の中点のように各視点から等距離にある点としてもよいし、各視点までの距離が所定の
比率となる点としてもよい。また、立体視用画像と同様に、この非立体視用画像も、等価
視点から被検体に向かう視線上の複数の点における画素値の少なくとも１つを投影するこ
とによって得られた投影画像としてもよいし、投影画像は、例えばボリュームレンダリン
グ法等の手法によって得られる、被検体の奥行き方向の情報が表された疑似３次元画像と
してもよい。
【００１６】
　なお、立体視用画像や非立体視用画像を投影画像として生成する場合、その投影方法は
平行投影であってもよいし、中心投影であってもよい。ここで、平行投影の場合、立体視
用画像の視点や非立体視用画像の等価視点は各々の視線方向の無限遠方に配置されたと解
釈することができる。
【００１７】
　本発明の立体視用画像生成装置において、前記立体視用画像と前記非立体視用画像とを
、所定の出力画像選択条件に基づいて選択的に出力する選択的出力手段をさらに設けても
よい。ここで、選択的出力手段は、出力画像選択条件に基づいて、立体視用画像生成手段
と非立体視用画像生成手段のいずれか一方に画像を生成させるようにし、生成された画像
を出力するようにしてもよいし、出力画像選択条件にかかわらず、立体視用画像生成手段
と非立体視用画像生成手段の各々が画像を生成するようにし、選択的出力手段が、出力画
像選択条件に応じて、生成された画像から、出力する画像を選択するようにしてもよい。
【００１８】
　また、本発明の立体視用画像生成方法においても同様に、前記立体視用画像と前記非立
体視用画像とを、所定の出力画像選択条件に基づいて選択的に出力するステップをさらに
設けてもよい。あるいは、所定の出力画像選択条件に基づいて、前記立体視用画像と前記
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非立体視用画像のいずれか一方を選択的に生成するようにし、前記選択的に生成された画
像を出力するステップをさらに設けてもよい。
【００１９】
　さらに、本発明の立体視用画像生成プログラムにおいても同様に、コンピュータに上記
方法のいずれかの態様を実行させるようにしてもよい。
【００２０】
　ここで、「出力画像選択条件」は、出力先の装置に対して、立体視用画像と非立体視用
画像のいずれか一方または両方を出力するための条件を定義したものであり、いずれの画
像も出力しない条件を含んでいてもよい。
【００２１】
　具体的には、「出力画像選択条件」は、立体視用画像または非立体視用画像の出力先の
装置に応じて定義するようにしてもよい。例えば、出力先の装置が立体視用画像を表示可
能な表示装置の場合には立体視用画像を出力させ、出力先の装置が医用画像を保管する画
像保管装置の場合には非立体視用画像を出力させるように定義してもよいし、出力先の装
置が立体視用画像を提示可能な装置の場合には立体視用画像を出力させ、出力先の装置が
立体視用画像を提示不可能な  装置の場合には非立体視用画像を出力させるように定義し
てもよい。ここで、立体視用画像を提示不可能な装置の具体例としては、医用画像のハー
ドコピー出力を行う装置が挙げられる。
【００２２】
　あるいは、出力先の装置は、立体視用画像に基づく立体視表示と非立体視用画像に基づ
く非立体視表示とを選択的に行うことが可能な表示装置とし、「出力画像選択条件」は、
出力先の表示装置によって立体視表示された立体視用画像に対して、入力手段による立体
視用画像中の所望の位置の指定を伴う操作が行われることを検知した場合には、非立体視
用画像を出力させるように定義してもよい。この場合、出力先の表示装置は、立体視表示
と非立体視表示とを表示画面中に混在させた表示がさらに可能な装置としてもよい。さら
に、３次元医用画像に基づいて、被検体の所与の断面を非立体視するための断面画像を生
成し、生成された断面画像と、立体視用画像または非立体視用画像とを表示画面中に混在
させて表示装置に表示させるようにしてもよい。
【００２３】
　また、本発明において、立体視用画像を立体視表示可能な表示装置に表示させるととも
に、表示装置に立体視表示された立体視用画像に対して、入力手段による立体視用画像中
の所望の位置の指定を伴う操作が行われた場合に、非立体視用画像を用いて、指定された
位置を特定するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、３次元医用画像を入力として、立体視用画像の生成条件に基づいて、
立体視用画像を生成するだけでなく、立体視用画像と等価な非立体視用画像も生成するこ
とができるので、立体視出力が不適切な場合や不要な場合にも柔軟かつ適切に対応できる
ようになる。
【００２５】
　その際、本発明では、入力として３次元医用画像を用いるようにしたので、再撮影を行
うことなく、より容易かつ柔軟に、立体視用画像に等価な非立体視用画像を生成すること
ができる。
【００２６】
　また、所定の出力画像選択条件に基づいて、立体視用画像と非立体視用画像とを選択的
に出力するようにすれば、立体視用画像の出力を状況や用途に応じてより柔軟かつ適切に
行うことが可能になる。
【００２７】
　ここで、選択的な出力の具体例として、出力先の装置が立体視用画像を提示可能な装置
の場合には立体視用画像を出力させ、出力先の装置が立体視用画像を提示不可能な装置や
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医用画像保管装置の場合には非立体視用画像を出力させるようにすれば、立体視出力が可
能あるいは必要な装置にのみ、立体視用画像を出力することが可能になり、出力装置との
接続互換性が向上する。
【００２８】
　また、出力先の表示装置によって立体視表示された立体視用画像に対して、入力手段に
よる立体視用画像中の所望の位置の指定を伴う操作が行われることを検知した場合には、
非立体視用画像を出力させるようにすれば、立体視用画像に等価な非立体視用画像に対し
て上記操作を行うことが可能になり、上記操作の際に立体視のための視差画像の一方を出
力させた場合のように、立体視表示された画像を見る実質的な視線との相違による違和感
を覚えたり、上記操作において、ユーザの所望する位置とは異なる位置が指定されたりす
ることがなくなるので、操作性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施の形態となる立体視用画像生成装置が導入された医用画像診断シス
テムの概略構成図
【図２】本発明の第１の実施形態における立体視用画像生成機能を実現する構成および処
理の流れを模式的に示したブロック図
【図３】本発明の第１の実施形態における立体視用画像生成処理の流れを表したフローチ
ャート
【図４】立体視対応ディスプレイの１つの表示画素の構成を模式的に表した図
【図５】３次元医用画像中の被検体と左右各眼の視差画像の視点や両視点に等価な単一の
視点との位置関係を平面的に表した図
【図６】出力画像選択条件テーブルの構成と設定内容の一例を示した図
【図７Ａ】本発明の第１の実施形態の変形例となる立体視用画像生成処理の流れを表した
フローチャート（前半）
【図７Ｂ】本発明の第１の実施形態の変形例となる立体視用画像生成処理の流れを表した
フローチャート（後半）
【図８】本発明の第２の実施形態における立体視用画像生成機能を実現する構成および処
理の流れを模式的に示したブロック図
【図９】本発明の第２の実施形態における立体視用画像生成処理の流れを表したフローチ
ャート
【図１０】立体視対応ディスプレイに表示される画面の構成の一例を模式的に表した図
【図１１Ａ】左眼用表示画面における左眼用の視差画像と直交３断面画像のレイアウトの
一例を示す図
【図１１Ｂ】右眼用表示画面における右眼用の視差画像と直交３断面画像のレイアウトの
一例を示す図
【図１１Ｃ】直交３断面画像の非立体視とボリュームレンダリング画像の立体視の混在表
示の一例を模式的に表した図
【図１２Ａ】各眼用表示画面における非立体視用画像と直交３断面画像のレイアウトの一
例を示す図
【図１２Ｂ】ボリュームレンダリング画像と直交３断面画像の非立体視表示の一例を模式
的に表した図
【図１３Ａ】各眼用表示画面における直交３断面画像のレイアウトの一例を示す図
【図１３Ｂ】直交３断面画像のみの非立体視表示の一例を模式的に表した図
【図１４Ａ】左眼用表示画面における左眼用の視差画像と直交３断面画像のレイアウトの
他の一例を示す図
【図１４Ｂ】右眼用表示画面における右眼用の視差画像と直交３断面画像のレイアウトの
他の一例を示す図
【図１４Ｃ】直交３断面画像の非立体視とボリュームレンダリング画像の立体視の混在表
示の他の一例を模式的に表した図
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【図１５】立体視表示された画像に対して視線方向の切断を行うための断面を設定する際
の画像表示例を表した図
【図１６】立体視表示された画像に対して局所領域の拡大表示を行うための注目領域を設
定する際の画像表示例を表した図
【図１７】非立体視表示された断面画像中のアノテーションと立体視表示されたボリュー
ムレンダリング画像中のアノテーションの連動表示例を表した図
【図１８】ポインティングデバイスのポインタとサブメニューの立体視表示例を表した図
【図１９】被検体の向きを表すアイコンの一例を表す図
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態となる立体視用画像生成装置が導入された医用画像診断シス
テムについて説明する。
【００３１】
　図１は、この医用画像診断システムの概要を示すハードウェア構成図である。図に示す
ように、このシステムでは、モダリティ１と、画像保管サーバ２と、読影レポートサーバ
３と、画像処理ワークステーション４と、プリンタ５とが、ネットワーク９を経由して通
信可能な状態で接続されている。
【００３２】
　モダリティ１には、被検体の検査対象部位を撮影することにより、その部位を表す３次
元医用画像の画像データを生成し、その画像データにＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and 
Communications in Medicine）規格で規定された付帯情報を付加して、画像情報として出
力する装置が含まれる。具体例としては、ＣＴ、ＭＲＩなどが挙げられる。
【００３３】
　画像保管サーバ２は、モダリティ１で取得された医用画像データや画像処理ワークステ
ーション４での画像処理によって生成された医用画像の画像データを画像データベースに
保存・管理するコンピュータであり、大容量外部記憶装置やデータベース管理用ソフトウ
ェア（たとえば、ＯＲＤＢ（Object Relational Database）管理ソフトウェア）を備えて
いる。また、画像保管サーバ２は、画像処理ワークステーション４からの閲覧要求に応じ
てデータベースの検索を行い、抽出された画像データを要求元の画像処理ワークステーシ
ョン４に送信する。
【００３４】
　読影レポートサーバ３は、画像処理ワークステーション４で作成された読影レポートの
データをデータベースに保存・管理するコンピュータである。また、読影レポートサーバ
３は、画像処理ワークステーション４や他のワークステーション等（図示なし）からの閲
覧要求に応じてデータベースの検索を行い、抽出された読影レポートのデータを要求元の
画像処理ワークステーション４に送信する。ここで、読影レポートには、読影対象の画像
に対する読影者の所見の他、その所見が現れている画像や参考画像等の添付画像が含まれ
る。
【００３５】
　画像処理ワークステーション４は、ＣＰＵ，主記憶装置、補助記憶装置、入出力インタ
ーフェース、通信インターフェース、入力装置（ポインティングデバイス、キーボード等
）、データバス等の周知のハードウェア構成を備えたコンピュータであり、特に本発明の
実施形態では、立体視対応ディスプレイ４ａを備えている。また、画像処理ワークステー
ション４は、周知のオペレーティングシステムやアプリケーション・ソフトウェア等がイ
ンストールされたものである。本発明の実施形態では、アプリケーション・ソフトウェア
として、公知のオーダリングシステムと連携して画像保管サーバ２から医用画像データを
取得するための画像検索・取得アプリケーションや、各種画像処理を行うための画像処理
アプリケーション、読影レポートの作成・編集や、読影レポートサーバ３からの読影レポ
ートの取得を行うための読影レポート・アプリケーション、本発明の立体視用画像生成処
理を行うためのアプリケーション等がインストールされている。これらのアプリケーショ
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ン・ソフトウェアは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体からインストールされたものであっても
よいし、インターネット等のネットワーク経由で接続されたサーバの記憶装置からダウン
ロードされた後にインストールされたものであってもよい。これらのアプリケーション・
ソフトウェアの実行により、画像処理ワークステーション４で上記各処理が実行される。
【００３６】
　また、本発明の実施形態では、立体視対応ディスプレイ４ａとして、立体視表示と非立
体視表示の混在が可能なディスプレイを用いている（詳細については、上原 伸一・重村 
幸治、「高画質2D/3Dディスプレイ」、NEC技報、日本、日本電気株式会社、2009年4月、V
ol.62, No.2、pp.48-52、［2010年1月14日検索］、インターネット〈URL：http://www.ne
c.co.jp/techrep/ja/journal/g09/n02/090210.pdf〉参照）。具体的には、図４に模式的
に示したように、立体視対応ディスプレイ４ａの１つの表示画素PXは、左側に配置された
右眼用画素PXRと右側に配置された左眼用画素PXLから構成されており、横方向のストライ
プをなすカラーフィルタにより、各眼用の画素PXR、PXLは、赤色の表示領域PXRR、PXLR、
緑色の表示領域PXRG、PXLG、青色の表示領域PXRB、PXLBに分割されている。立体視対応デ
ィスプレイ４ａは、この表示画素PXをマトリックス状に配列し、レンチキュラレンズや視
差バリア等の光学素子を組み合わせた構成となっている。そして、右眼用画素PXRによる
マトリックスには右眼で見るための視差画像、左眼用画素PXLによるマトリックスには左
眼で見るための視差画像を表示させることによって、ユーザの裸眼による立体視を実現し
ている。また、右眼用画素PXRによるマトリックスと左眼用画素PXLによるマトリックスの
両方に同じ画像を表示させることによって、非立体視表示を行うことも可能である。した
がって、表示画面中の一部の領域では各眼用の画素に視差画像を表示させ、他の領域では
表示画素毎に各眼用の画素に同一の画像を表示させることによって、立体視と非立体視の
混在表示が実現される。
【００３７】
　画像データの格納形式やネットワーク９経由での各装置間の通信は、ＤＩＣＯＭ等のプ
ロトコルに基づいている。
【００３８】
　図２は、画像処理ワークステーション４の機能のうち、本発明の第１の実施形態となる
立体視用画像生成処理に関連する部分を示すブロック図である。図に示すように、本発明
の第１の実施形態となる立体視用画像生成処理は、立体視用画像生成部１１、非立体視用
画像生成部１２、選択的出力部１３によって実現される。また、３次元医用画像Ｖ、左眼
視点位置VPL、右眼視点位置VPR、左眼用視差画像ＩL、右眼用視差画像ＩR、非立体視用画
像ＩM、出力画像選択条件テーブルSCは、各々、上記各処理部によって、画像処理ワーク
ステーション４の所定のメモリ領域に対して読み書きされるデータである。
【００３９】
　図３は、本発明の第１の実施形態となる立体視用画像生成処理ソフトウェアの実行下で
のユーザの操作や、演算処理、表示処理等の流れを示したフローチャートである。
【００４０】
　まず、公知の画像検索システム、あるいは、公知のオーダリングシステムにおける画像
検索・取得処理により、画像処理ワークステーション４は、画像保管サーバ２から処理対
象の３次元医用画像Ｖの画像データを取得する(#1)。
【００４１】
　次に、立体視用画像生成部１１が、３次元医用画像Ｖ、および、左眼視点位置VPL、右
眼視点位置VPRに基づいて、被検体の立体視出力を行うための左眼用視差画像ＩL、右眼用
視差画像ＩRを生成するとともに(#2)、非立体視用画像生成部１２が、左眼視点位置VPLと
右眼視点位置VPRから、上記立体視出力と等価な１つの視点を決定し、３次元医用画像Ｖ
に基づいて、上記立体視出力と等価な非立体視出力を行うための非立体視用画像ＩMを生
成する(#3)。
【００４２】
　ここで、選択的出力部１３は、出力画像選択条件テーブルSCを参照して、画像の表示先



(11) JP 5572437 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

である画像処理ワークステーション４のディスプレイが立体視に対応しているかどうかを
表す情報を取得する(#4)。本実施形態のように、表示先のディスプレイが立体視に対応し
ている場合には(#4; 立体視対応)、選択的出力部１３は左眼用視差画像ＩLと右眼用視差
画像ＩRを表示先のディスプレイに出力し、ディスプレイでは、左眼用視差画像ＩL、右眼
用視差画像ＩRによる立体視表示が行われる(#5)。表示先のディスプレイが立体視に対応
していない場合には(#4; 立体視非対応)、選択的出力部１３は非立体視用画像ＩMを表示
先のディスプレイに出力し、ディスプレイには非立体視用画像ＩMが表示される(#6)。
【００４３】
　ユーザが、画像処理ワークステーション４のディスプレイに表示された画像の観察等を
行った後、画像処理ワークステーション４のキーボードやポインティングデバイスを操作
して、観察した画像の出力（保存、印刷）先を指定すると(#7)、選択的出力部１３は、出
力画像選択条件テーブルSCを参照して、画像の出力先に対して、立体視用の左眼用視差画
像ＩLおよび右眼用視差画像ＩRと、非立体視用画像ＩMのどちら、あるいは、両方を出力
すべきであるかを特定し(#8)、選択的出力部１３は、出力対象の画像が立体視用画像と出
力画像選択条件テーブルSCに設定されていた場合には(#8; 立体視のみ)、左眼用視差画像
ＩLおよび右眼用視差画像ＩRをその出力先に出力し(#9)、出力対象の画像が非立体視用画
像と設定されていた場合には(#8; 非立体視のみ)、非立体視用画像ＩMをその出力先に出
力し(#10)、出力対象の画像が立体視用画像と非立体視用画像の両方と設定されていた場
合には(#8; 両方)、左眼用視差画像ＩL、右眼用視差画像ＩR、非立体視用画像ＩMをその
出力先に出力する(#11)。
【００４４】
　次に、各処理部で行われる処理の詳細について説明する。
【００４５】
　立体視用画像生成部１１は、３次元医用画像Ｖ、および、左眼視点位置VPL、右眼視点
位置VPRに基づいて、左眼用視差画像ＩLおよび右眼用視差画像ＩRを生成する。図５は、
３次元医用画像中の被検体と左右両眼の視点の位置関係を模式的に表したものである。図
に示したように、立体視用画像生成部１１は、ボリュームレンダリング法により、左眼視
点位置VPLと被検体SBJを結ぶ視線上の画素を投影することによって、左眼用視差画像ＩL

を生成し、右眼視点位置VPRと被検体SBJを結ぶ視線上の画素を投影することによって、右
眼用視差画像ＩRを生成する。ここで、左眼視点位置VPL、右眼視点位置VPRは、プログラ
ムの起動パラメータとして定義しておくなどして、予め設定しておいてもよいし、各視点
位置VPL、VPRを設定するためのユーザインターフェース（例えば図５のような設定画面）
を設けておき、ユーザの手動操作によって各視点位置VPL、VPRを設定できるようにしたり
、例えば左右視差の個人差を調整するために、予め設定された視点位置を、修正できるよ
うにしたりしてもよい。また、図５は各視点位置VPL、VPRからの中心投影を表しているが
、各視点が被検体SBJから各視線方向の無限遠方にあると想定して、各視点位置VPL、VPR
と被検体SBJの中心とを結ぶ視線の向きでの平行投影により各視差画像ＩL、ＩRを生成す
るようにしてもよい。
【００４６】
　非立体視用画像生成部１２は、まず、左眼視点位置VPL、右眼視点位置VPRに基づいて、
左右各眼を各眼の視点位置に位置づけて被検体を見た場合と等価な単一の視点位置（等価
視点位置）を決定する。具体的には、図５に示したように、左眼視点位置VPLと右眼視点
位置VPRとを結ぶ線分の中点を非立体視用画像の等価視点位置VPMに決定する。ここで、等
価視点位置VPMは、左右両視点から等距離にある他の点としてもよいし、左右視差の個人
差等を考慮して、左眼視点位置VPLと右眼視点位置VPRの重みづけ平均位置、すなわち、左
右両視点を結ぶ線分を所定の比（例えば3:2等）で内分する位置に決定するようにしても
よい。また、左右両視点を結ぶ線分上ではなく、例えば、被検体SBJの重心を中心とし、
左右各視点を通る円弧上に等価視点位置VPMを決定するようにしてもよい。
【００４７】
　次に、非立体視用画像生成部１２は、ボリュームレンダリング法により、等価視点位置
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VPMと被検体SBJを結ぶ視線上の画素を投影することによって、非立体視用画像ＩMを生成
する。ここで、具体的な投影方法（中心投影・平行投影）は、立体視用画像生成部１１と
同じ方法を用いればよい。
【００４８】
　なお、立体視用画像生成部１１と非立体視用画像生成部１２において、ボリュームレン
ダリング法により、設定済みの視点位置と被検体とを結ぶ視線上の画素を投影した画像を
生成する処理は共通モジュールとして構成し、非立体視用画像ＩMの等価視点位置VPMと視
線方向を決定する処理モジュールを別途設け、共通モジュールには、生成対象の画像に応
じた視点位置の情報を処理パラメータとして与えることによって、共通モジュールが、与
えられた処理パラメータに応じて、立体視用の視差画像ＩL、ＩRと非立体視用画像ＩMを
生成するようにしてもよい。
【００４９】
　選択的出力部１３は、出力画像選択条件テーブルSCに基づいて、各眼用視差画像ＩL、
ＩRと、非立体視用画像ＩMとを選択的に出力する。
【００５０】
　図６は、出力画像選択条件テーブルSCの構成と設定内容の一例を示したものである。図
に示したように、出力画像選択条件テーブルSCは、個別の出力先の装置毎に、立体視用画
像（各眼用視差画像ＩL、ＩR）と非立体視用画像ＩMのそれぞれを出力するかどうか（Y:
出力、N:非出力）を定義したものである。すなわち、図５では、立体視対応ディスプレイ
４ａには各眼用視差画像ＩL、ＩR、立体視非対応ディスプレイ、読影レポートサーバ３、
および、プリンタ５には非立体視用画像ＩMのみ、画像保管サーバ２には各眼用視差画像
ＩL、ＩR、および、非立体視用画像ＩMの両方を、選択的出力部１３が出力するように設
定されている。選択的出力部１３は、プログラムの起動パラメータとして与えられた、ま
たは、ユーザの指定操作によって与えられた、出力先の装置の情報に基づいて出力画像選
択条件テーブルSCを参照し、出力先の装置に出力すべき画像の種類を特定し、特定された
画像を出力する。
【００５１】
　ここで、選択的出力部１３によって、各眼用視差画像ＩL、ＩRが立体視対応ディスプレ
イ４ａに出力されると、立体視対応ディスプレイ４ａでは、左眼用画素PXLから構成され
るマトリックスには左眼用視差画像ＩLが表示され、右眼用画素PXRから構成されるマトリ
ックスには右眼用視差画像ＩRが表示される。
【００５２】
　以上のように、本発明の第１の実施形態では、３次元医用画像Ｖを入力として、立体視
用画像生成部１１によって生成された各眼用視差画像ＩL、ＩRと、非立体視用画像生成部
１２によって生成された非立体視用画像ＩMとを、選択的出力部１３が出力画像選択条件
テーブルSCに基づいて選択的に出力するので、立体視用および非立体視用の画像の出力を
用途に応じてより柔軟かつ適切に行うことが可能になる。
【００５３】
　具体的には、立体視用の画像を提示可能な立体視対応ディスプレイ４ａには立体視用の
画像を出力させ、立体視用の画像を提示不可能な立体視非対応ディスプレイには非立体視
用の画像を出力させるように出力画像選択条件テーブルSCが設定されているので、画像処
理ワークステーション４に接続されたディスプレイの種類に応じて、適切な画像を出力す
ることが可能になる。また、読影レポートは、立体視対応ディスプレイ４ａが接続された
画像処理ワークステーション４以外の他のワークステーションでも参照され得ることに鑑
みて、読影レポートサーバ３に対しては、非立体視用の添付画像を出力させるように出力
画像選択条件テーブルSCを設定しておいた場合には、立体視対応ディスプレイ４ａのよう
な特別なディスプレイでなくても読影レポートを参照することが可能になる。同様に、プ
リンタ５によって紙やフィルム等にハードコピー出力される場合には立体視は想定されな
いのであれば、プリンタ５に対しては、非立体視用の画像を出力させるように出力画像選
択条件テーブルSCの設定を行っておくことにより、プリンタ５からは観察に適切な画像が
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出力される。一方、画像保管サーバ２には、各眼用視差画像ＩL、ＩR、および、非立体視
用画像ＩMの両方を出力させるように出力画像選択条件テーブルSCの設定をしておけば、
様々なワークステーション等からの検索要求に応じて適切な画像を提供することが可能に
なる。なお、上記の出力画像選択条件テーブルSCの設定は一例であり、例えば、画像保管
サーバ２には非立体視用画像ＩMのみを出力させるように設定するなど、画像の用途やシ
ステムの構成等に応じて、適宜設定を行えばよい。
【００５４】
　また、入力として３次元医用画像Ｖを用いるようにしたので、再撮影を行うことなく、
より容易かつ柔軟に、立体視用画像に等価な非立体視用画像ＩMを生成することができる
。
【００５５】
　さらに、非立体視用画像ＩMは、左眼視点位置と右眼視点位置とから被検体を見た場合
と等価な単一の視点から被検体を見た画像であるから、各眼用視差画像ＩL、ＩRによる立
体視出力と非立体視用画像ＩMによる非立体視出力との間で、実質的な視線の相違による
違和感を覚えることがなくなる。
【００５６】
　上記実施形態では、立体視用の各眼用視差画像ＩL、ＩR、および、非立体視用画像ＩM

を予め生成するようにしていたが、図７Ａおよび図７Ｂのフローチャートに示したように
、出力時に必要に応じて生成するようにしてもよい。
【００５７】
　すなわち、画像処理ワークステーション４において、処理対象の３次元医用画像Ｖの画
像データを取得した後(#21)、選択的出力部１３が、出力画像選択条件テーブルSCを参照
して、画像処理ワークステーション４のディスプレイが立体視に対応かどうかを表す情報
を取得する(#22)。ここで、選択的出力部１３は、表示先のディスプレイが立体視対応の
場合には(#22; 立体視対応)、立体視用画像生成部１１に左眼用視差画像ＩLと右眼用視差
画像ＩRとを生成させ(#23)、表示先のディスプレイが立体視非対応の場合には(#22; 立体
視非対応)、非立体視用画像生成部１２に非立体視用画像ＩMを生成させ(#24)、生成され
た画像をディスプレイに出力して表示させる(#25)。
【００５８】
　そして、ユーザが、表示された画像の観察等を行った後、観察した画像の出力（保存、
印刷）先を指定すると(#26)、選択的出力部１３は、出力画像選択条件テーブルSCを参照
して、指定された出力先に対して出力すべき画像の種類を特定し(#27)、出力対象の画像
が立体視用画像と設定されていた場合(#27; 立体視のみ)、左眼用視差画像ＩLおよび右眼
用視差画像ＩRが作成済みでなければ(#28; NO)、立体視用画像生成部１１に左眼用視差画
像ＩLと右眼用視差画像ＩRとを生成させ(#29)、ステップ#23(#28; YESの場合)または#29
で生成された左眼用視差画像ＩLと右眼用視差画像ＩRをその出力先に出力し(#30)、出力
対象の画像が非立体視用画像と設定されていた場合には(#27; 非立体視のみ)、非立体視
用画像ＩMが作成済みでなければ(#31; NO)、非立体視用画像生成部１２に非立体視用画像
ＩMを生成させ(#32)、ステップ#24(#31; YESの場合)または#32で生成された非立体視用画
像ＩMをその出力先に出力し(#33)、出力対象の画像が立体視用画像と非立体視用画像の両
方と設定されていた場合には(#27; 両方)、左眼用視差画像ＩLおよび右眼用視差画像ＩR

が作成済みでなければ(#34; NO)、立体視用画像生成部１１に左眼用視差画像ＩLと右眼用
視差画像ＩRとを生成させ(#35)、非立体視用画像ＩMが作成済みでなければ(#36; NO)、非
立体視用画像生成部１２に非立体視用画像ＩMを生成させ(#37)、ステップ#23(#34; YESの
場合)または#35で生成された左眼用視差画像ＩLと右眼用視差画像ＩR、および、ステップ
#24(#36; YESの場合)または#37で生成された非立体視用画像ＩMをその出力先に出力する(
#38)。
【００５９】
　このように、選択的出力部１３が、必要に応じて立体視用画像および／または非立体視
用画像を生成させるようにすれば、画像処理ワークステーション４の処理効率が向上する
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。特に、ステップ#25において、画像処理ワークステーション４のディスプレイに表示さ
れている画像に対して、視点位置の変更等の操作を可能にし、その操作に応じて、立体視
用画像生成部１１または非立体視用画像生成部１２が表示対象の画像を再生成し、ディス
プレイに表示される画像を更新するようにした場合に有効である。すなわち、図３のフロ
ーチャートの場合、例えば、ステップ#5で立体視表示された画像に対して視点位置の変更
を行うと、立体視用の各視差画像ＩL、ＩRだけでなく、ステップ#3において予めセットで
生成された非立体視用画像ＩMも再生成することになり、先のステップ#3で生成された非
立体視用画像ＩMが無駄になってしまう。これに対して図７Ａおよび図７Ｂのフローチャ
ートでは、ステップ#25の時点で視点位置の変更操作が繰り返されたとしても、ステップ#
26の時点で、必要に応じて立体視用の各視差画像ＩL、ＩRに対応する非立体視用画像ＩM

を１度生成すればよいだけなので、処理効率がよい。
【００６０】
　次に、本発明の第２の実施形態として、図１に示した医用画像診断システムにおいて、
画像処理ワークステーション４に接続された立体視対応ディスプレイ４ａに対して、立体
視表示と非立体視表示の切替えを行う形態について説明する。
【００６１】
　図８は、画像処理ワークステーション４の機能のうち、本発明の第２の実施形態となる
立体視用画像生成処理に関連する部分を示すブロック図である。図に示すように、本発明
の第２の実施形態となる立体視用画像生成処理は、立体視用画像生成部１１、非立体視用
画像生成部１２、断面画像生成部１４、表示制御部１５によって実現される。また、３次
元医用画像Ｖ、左眼用視点位置VPL、右眼視点位置VPR、左眼用視差画像ＩL、右眼用視差
画像ＩR、非立体視用画像ＩMや、アキシャル断面画像ＩA、コロナル断面画像ＩC、サジタ
ル断面画像ＩS（以下、特に区別する必要がない場合には、まとめて直交３断面画像と呼
ぶ）、左眼用表示画面SCL、右眼用表示画面SCRは、各々、上記各処理部によって、画像処
理ワークステーション４の所定のメモリ領域に対して読み書きされるデータである。
【００６２】
　図９は、本発明の第２の実施形態となる立体視用画像生成処理ソフトウェアの実行下で
のユーザの操作や、演算処理、表示処理等の流れを示したフローチャートである。
【００６３】
　まず、公知の画像検索システム、あるいは、公知のオーダリングシステムにおける画像
検索・取得処理により、画像処理ワークステーション４は、画像保管サーバ２から処理対
象の３次元医用画像Ｖの画像データを取得する(#41)。
【００６４】
　次に、立体視用画像生成部１１が、３次元医用画像Ｖ、および、左眼視点位置VPL、右
眼視点位置VPRに基づいて、被検体の立体視出力を行うための左眼用視差画像ＩL、右眼用
視差画像ＩRを生成するとともに(#42)、非立体視用画像生成部１２が、左眼視点位置VPL
と右眼視点位置VPRから、上記立体視出力と等価な１つの視点を決定し、３次元医用画像
Ｖに基づいて、上記立体視出力と等価な非立体視出力を行うための非立体視用画像ＩMを
生成し(#43)、さらに、断面画像生成部１４が、被検体の所与の点で直交する３つの断面
（アキシャル断面、コロナル断面、サジタル断面）を非立体視するための直交３断面画像
ＩA、ＩC、ＩSを生成する(#44)。
【００６５】
　表示制御部１５は、所定の表示プロトコル（初期表示条件）に基づいて、左眼用視差画
像ＩL、直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSを含む左眼用表示画面SCLと、右眼用視差画像ＩR、
直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSを含む右眼用表示画面SCRとを生成し、各眼用の表示画面SC

L、SCRを立体視対応ディスプレイ４ａに出力する。これにより、立体視対応ディスプレイ
４ａでは、左眼用視差画像ＩLと右眼用視差画像ＩRによる立体視表示と、直交３断面画像
ＩA、ＩC、ＩSの非立体視表示が混在して行われる(#45、図１１Ａから図１１Ｃ参照)。
【００６６】
　ここで、ユーザが、画像処理ワークステーション４のキーボードやポインティングデバ
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イスを操作して、立体視表示と非立体視表示の切替えや、表示される画像の切替え等を指
示すると(#46)、表示制御部１５は、その操作による指示内容に応じて、各眼用の表示画
面SCL、SCRを再構成して立体視対応ディスプレイ４ａに出力し、立体視対応ディスプレイ
４ａでの表示が更新される(#47)。
【００６７】
　次に、各処理部で行われる処理の詳細について説明する。なお、立体視用画像生成部１
１と非立体視用画像生成部１２は、第１の実施形態と同様である。
【００６８】
　断面画像生成部１４は、公知のＭＰＲ手法により、３次元医用画像Ｖと被検体の所与の
点の位置情報とに基づいて、その点を通るアキシャル、コロナル、サジタルの直交３断面
による断面画像ＩA、ＩC、ＩSを生成する。ここで、断面の位置の基準となる被検体中の
点は、プログラムの起動パラメータとして定義しておくなどして、予め設定しておいても
よいし、断面の位置を設定するためのユーザインターフェースを設けておき、ユーザの手
動操作によって設定できるようにしたり、予め設定された位置を修正できるようにしたり
してもよい。
【００６９】
　表示制御部１５は、所与の表示条件に応じて、各眼用の視差画像ＩL、ＩRと、直交３断
面画像ＩA、ＩC、ＩSとから表示対象の画像を適宜選択して、各眼用の表示画面SCL、SCR
を生成し、生成された各眼用の表示画面SCL、SCRを立体視対応ディスプレイ４ａに出力す
る。すなわち、表示制御部１５は、本発明の選択的出力手段の実装形態の一例となってお
り、表示条件は本発明の出力画像選択条件に相当する。なお、表示条件は、プログラムの
起動パラメータとして与えられる場合と、後述のユーザインターフェース（図１０のユー
ザインターフェース領域２２）におけるユーザの手動操作によって設定される場合とがあ
る。
【００７０】
　図１０は、表示画面の構成の一例を模式的に示したものであり、各眼用の表示画面SCL
、SCRで共通の構成となっている。図に示したように、各眼用の表示画面SCL、SCRは、画
像表示領域２１とユーザインターフェース領域２２とから構成されている。画像表示領域
２１は、個々の画像が割り当てられる小領域２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，２１ｄからなり、
４つの画像を２×２のマトリックス状に並べて表示できるようになっている。一方、ユー
ザインターフェース領域２２には、表示される画像の切替えや画像の編集等を行うための
ユーザインターフェースから構成されている。具体的には、表示画像の選択・切替えを行
うためのユーザインターフェースとして、直交断面画像ＩA、ＩC、ＩSと、ボリュームレ
ンダリング画像、すなわち、立体視のための各眼用の視差画像ＩL、ＩR、および、非立体
視用画像ＩMの表示・非表示を選択するためのチェックボックス２２ａが設けられている
。また、ボリュームレンダリング画像を立体視するかどうかを選択するためのチェックボ
ックス２２ｂや、画像表示領域２１のレイアウトを変更するためのラジオボタン２２ｃ、
矢印、マーキング、コメント挿入を行うためのアノテーションボタン２２ｄ、視線方向の
切断や注目領域の拡大等の画像編集を行うための画像編集ボタン２２ｅも設けられている
。
【００７１】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、各々、各眼用の視差画像ＩL、ＩRによる立体視表示と、直
交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSによる非立体視表示とを混在させて行う場合の各眼用の表示
画面SCL、SCRの設定例を表しており、図１１Ｃは、この表示画面SCL、SCRに基づいて立体
視対応ディスプレイ４ａに表示される画面を模式的に表したものである。これは、図９の
フローチャートのステップ#45で行われる初期表示条件に基づく表示の場合や、図１０の
ように、表示画面２０中のユーザインターフェース領域２２の直交断面画像およびボリュ
ームレンダリング画像のチェックボックス２２ａ、さらに、立体視表示のチェックボック
ス２２ｂのすべてにチェックが入っている場合に相当する。
【００７２】
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　図１１Ａおよび図１１Ｂに示したように、左眼用表示画面SCLと右眼用表示画面SCRのい
ずれにも、小領域２１ａ，２１ｂ，２１ｃには、各々、アキシャル断面画像ＩA、コロナ
ル断面画像ＩC、サジタル断面画像ＩSがレイアウトされているので、立体視対応ディスプ
レイ４ａの小領域２１ａ，２１ｂ，２１ｃに相当する表示画素では、その表示画素内の左
眼用画素と右眼用画素に同じ画素値に基づく表示が行われる。その結果、図１１Ｃのよう
に、立体視対応ディスプレイ４ａには、直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSが非立体視表示さ
れる。一方、左眼用表示画面SCLの小領域２１ｄには左眼用視差画像ＩL、右眼用表示画面
SCRの小領域２１ｄには右眼用視差画像ＩRがレイアウトされているので、立体視対応ディ
スプレイ４ａの小領域２１ｄに相当する表示画素では、左眼用画素には左眼用視差画像Ｉ

Lの画素値に基づく表示が行われ、右眼用画素には右眼用視差画像ＩRの画素値に基づく表
示が行われる。その結果、図１１Ｃのように、立体視対応ディスプレイ４ａには、左眼用
視差画像ＩLおよび右眼用視差画像ＩRによるボリュームレンダリング画像の立体視表示が
行われる。
【００７３】
　図１２Ａは、立体視表示を行わずに、非立体視用画像ＩMによるボリュームレンダリン
グ画像の非立体視表示と、直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSによる非立体視表示とを行う場
合の各眼用の表示画面SCL、SCRの設定例を表しており、図１２Ｂは、この表示画面SCL、S
CRに基づいて立体視対応ディスプレイ４ａに表示される画面を模式的に表したものである
。これは、図１０の表示画面２０中のユーザインターフェース領域２２において、直交断
面画像およびボリュームレンダリング画像のチェックボックス２２ａにはチェックを入れ
、立体視表示のチェックボックス２２ｂのチェックを外した場合に相当する。
【００７４】
　図１２Ａに示したように、左眼用表示画面SCLと右眼用表示画面SCRのいずれにも、小領
域２１ａ，２１ｂ，２１ｃには、各々、アキシャル断面画像ＩA、コロナル断面画像ＩC、
サジタル断面画像ＩSがレイアウトされ、小領域２１ｄには非立体視用画像ＩMがレイアウ
トされているので、立体視対応ディスプレイ４ａの各小領域２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，２
１ｄに相当する表示画素では、その表示画素内の左眼用画素と右眼用画素に同じ画素値に
基づく表示が行われる。その結果、図１２Ｂのように、立体視対応ディスプレイ４ａには
、直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩS、および、非立体視用画像ＩMが非立体視表示される。な
お、第１の実施形態で説明したように、非立体視用画像ＩMの表示は、左眼用視差画像ＩL

および右眼用視差画像ＩRによるボリュームレンダリング画像の立体視表示と等価な非立
体視表示となっている。
【００７５】
　図１３Ａは、立体視表示を行わずに、直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSによる非立体視表
示のみを行う場合の各眼用の表示画面SCL、SCRの設定例を表しており、図１３Ｂは、この
表示画面SCL、SCRに基づいて立体視対応ディスプレイ４ａに表示される画面を模式的に表
したものである。これは、図１０の表示画面２０中のユーザインターフェース領域２２に
おいて、直交断面画像のチェックボックス２２ａ（上側）にはチェックを入れ、ボリュー
ムレンダリング画像のチェックボックス２２ａ（下側）、および、立体視表示のチェック
ボックス２２ｂのチェックを外した場合に相当する。
【００７６】
　図１３Ａに示したように、左眼用表示画面SCLと右眼用表示画面SCRのいずれにも、小領
域２１ａ，２１ｂ，２１ｃには、各々、アキシャル断面画像ＩA、コロナル断面画像ＩC、
サジタル断面画像ＩSがレイアウトされているので、立体視対応ディスプレイ４ａの各小
領域２１ａ，２１ｂ，２１ｃに相当する表示画素では、その表示画素内の左眼用画素と右
眼用画素に同じ画素値に基づく表示が行われる。その結果、図１３Ｂのように、立体視対
応ディスプレイ４ａには、直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSのみが非立体視表示される。
【００７７】
　図１４Ａから図１４Ｃは、図１０の表示画面２０中のユーザインターフェース領域２２
の設定状態において、画像表示領域２１のレイアウトを変更するためのラジオボタン２２
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ｃの選択が、左側に示されたレイアウトから中央に示されたレイアウトに変更された場合
を表している。図１４Ａおよび図１４Ｂに示したように、画像表示領域２１のレイアウト
が、２×２のマトリックス状に均等に分割されたレイアウトから、３分割された左半分の
領域と右半分の領域の４つの領域からなるレイアウトに変更され、画像表示領域２１の左
半分の３つの小領域には、左眼用表示画面SCL、右眼用表示画面SCRともに、直交３断面画
像ＩA、ＩC、ＩSがレイアウトされ、左眼用表示画面SCLの右半分の領域には左眼用視差画
像ＩL、右眼用表示画面SCRの画像表示領域２１の右半分の領域には右眼用視差画像ＩRが
レイアウトされている。これにより、立体視対応ディスプレイ４ａの画像表示領域２１の
左半分に相当する表示画素では、その表示画素内の左眼用画素と右眼用画素に同じ画素値
に基づく表示が行われ、図１４Ｃのように、立体視対応ディスプレイ４ａには、直交３断
面画像ＩA、ＩC、ＩSが非立体視表示される。一方、左眼用表示画面SCLの画像表示領域２
１の右半分の領域には左眼用視差画像ＩL、右眼用表示画面SCRの画像表示領域２１の右半
分の領域には右眼用視差画像ＩRがレイアウトされているので、立体視対応ディスプレイ
４ａの画像表示領域２１の右半分の領域に相当する表示画素では、左眼用画素には左眼用
視差画像ＩLの画素値に基づく表示が行われ、右眼用画素には右眼用視差画像ＩRの画素値
に基づく表示が行われ、図１４Ｃのように、立体視対応ディスプレイ４ａには、左眼用視
差画像ＩLおよび右眼用視差画像ＩRによるボリュームレンダリング画像の立体視表示が行
われる。
【００７８】
　図１５は、立体視表示された画像に対して視線方向の切断を行うための画像編集ボタン
２２ｅ（左側）が押下された場合の表示例を示したものである。図に示したように、ユー
ザのポインティングデバイス等の操作によって、視線方向の切断を行うための画像編集ボ
タン２２ｅ（左側）が押下された場合、図１１Ｃに示された、各眼用の視差画像ＩL、ＩR

による立体視表示と、直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSによる非立体視表示との混在表示か
ら、図１２Ｂに示された、非立体視用画像ＩMと直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSの非立体視
表示に切り替えられる。ユーザは、非立体視表示された小領域２１ｄ中の非立体視用画像
ＩMに対して、ポインティングデバイスの操作により、切断面CLを設定することができる
。断面画像生成部１４は、設定された切断面CLを通り、非立体視用画像ＩMの視線方向（
図５のVLM）に平行な断面による断面画像を生成し、表示制御部１５は、例えば、図１０
とは異なる画面表示ウィンドウを新たに生成し、そのウィンドウ内に、生成された切断面
CLに基づく断面画像を表示させる。
【００７９】
　図１６は、立体視表示された画像に対して注目領域の拡大表示を行うための画像編集ボ
タン２２ｅ（右側）が押下された場合の表示例を示したものである。図に示したように、
ユーザのポインティングデバイス等の操作によって、注目領域の拡大表示を行うための画
像編集ボタン２２ｅ（右側）が押下された場合にも、図１１Ｃに示された、各眼用の視差
画像ＩL、ＩRによる立体視表示と、直交３断面画像ＩA、ＩC、ＩSによる非立体視表示と
の混在表示から、図１２Ｂに示された、非立体視用画像ＩMと直交３断面画像ＩA、ＩC、
ＩSの非立体視表示に切り替えられる。ユーザは、非立体視表示された小領域２１ｄ中の
非立体視用画像ＩMに対して、ポインティングデバイスの操作により、注目領域ZRを設定
することができる。画像処理ワークステーションの立体視用画像生成部１１は、設定され
た注目領域ZRに対応する３次元医用画像Ｖ中の３次元領域を入力データとして、左眼視点
位置VPL、右眼視点位置VPRに基づいて、先に表示された左眼用視差画像ＩLおよび右眼用
視差画像ＩRより高解像度で各眼用の拡大視差画像を生成し、表示制御部１５は、例えば
、図１０とは異なる画面表示ウィンドウを新たに生成し、そのウィンドウ内に、生成され
た各眼用の拡大視差画像に基づいて、注目領域ZRに対応する領域を拡大して立体視表示さ
せる。
【００８０】
　このように、表示制御部１５は、ユーザによる、図１０のユーザインターフェース領域
２２に設けられた各種インターフェースでの操作に応じて、表示画像の種類や表示方法（
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立体視・非立体視）、表示レイアウトを切り替えて立体視対応ディスプレイ４ａに表示さ
せることができる。なお、表示態様の切替えは、例えば、画像処理ワークステーション４
ａのポインティングデバイスによって操作されるポインタが、立体視表示されている領域
（図１１Ａから図１１Ｃの例では、小領域２１ｄ）内に移動した場合には、左眼用表示画
面SCL、および、右眼用表示画面SCRの立体視表示されている領域内の各眼用の視差画像Ｉ

L、ＩRを非立体視用画像ＩMに変更し、その領域中の画像の表示を立体視表示から非立体
視表示に切り替えるようにしたり、逆に、ポインタが、非立体視用画像ＩMが表示されて
いる領域（図１２Ａおよび図１２Ｂの例では、小領域２１ｄ）外に移動した場合には、左
眼用表示画面SCL、および、右眼用表示画面SCRのその領域内の非立体視用画像ＩMを、非
立体視用画像ＩMに対応する各眼用の視差画像ＩL、ＩRに変更し、その領域中の画像の表
示を非立体視表示から立体視表示に切り替えるようにしたりしてもよい。
【００８１】
　以上のように、本発明の第２の実施形態では、立体視用画像生成部１１によって生成さ
れた各眼用視差画像ＩL、ＩRと、非立体視用画像生成部１２によって生成された非立体視
用画像ＩMとを、表示制御部１５が、初期表示条件や、ユーザの操作に基づいて設定され
る表示条件に基づいて選択的に出力するので、立体視用および非立体視用の画像の出力を
状況や用途に応じてより柔軟かつ適切に行うことが可能になる。
【００８２】
　具体的には、視線方向の切断を行うための切断面の設定や、局所的な拡大表示を行うた
めの注目領域の設定等を立体視表示された画像に対して行おうとした際には、非立体視用
画像ＩMを表示させるようにすれば、立体視用画像に等価な非立体視用画像ＩMに対して上
記操作を行うことが可能になり、上記操作の際に立体視のための視差画像ＩL、ＩRの一方
を出力させた場合のように、立体視表示された画像を見る実質的な視線との相違による違
和感を覚えたり、上記操作において、ユーザの所望する位置とは異なる位置が指定された
りすることがなくなるので、操作性が向上する。
【００８３】
　なお、第１の実施形態と同様に、第２の実施形態においても、表示制御部１５が、立体
視用の各眼用視差画像ＩL、ＩR、および、非立体視用画像ＩMを、必要に応じて生成させ
るようにしてもよい。
【００８４】
　また、第２の実施形態において、ステップ#45の初期表示条件は、図１１Ａから図１１
Ｃで示した表示のためのものに限定されず、例えば、図１２Ａおよび図１２Ｂで示した表
示のためのものや、図１３Ａおよび図１３Ｂで示した表示のためのものや、図１４Ａから
図１４Ｃで示した表示のためのものであってもよい。
【００８５】
　上記の第２の実施形態では、図１５で示した視線方向の切断や図１６で示した注目領域
の拡大の際には、小領域２１ｄ中の表示を、各眼用の視差画像ＩL、ＩRによる立体視表示
から非立体視用画像ＩMによる非立体視表示に切り替えるようにしていたが、図１２Ａに
示した非立体視用画像ＩMを用いた表示画面の情報をポインティングデバイスの位置制御
用に所定のメモリ領域に格納しておき、小領域２１中の表示は各眼用の視差画像ＩL、ＩR

による立体視表示を続けつつ、ポインティングデバイスによる、ポインタの移動操作およ
び切断面CLや注目領域ZRの設定操作は、ポインティングデバイスの位置制御用の表示画面
情報の非立体視用画像ＩMを用いて、ポインタや切断面CL、注目領域ZRの位置を内部的に
特定するようにしてもよい。
【００８６】
　具体的には、ポインティングデバイスのポインタの位置を位置制御用の表示画面情報の
非立体視用画像ＩM上で検知し、３次元医用画像Ｖの座標空間において非立体視用画像ＩM

が投影された投影面上における、検知された位置に対応する位置を特定し、その投影面上
での対応位置と等価視点位置VPMとを結ぶ視線上を等価視点位置VPMから３次元医用画像Ｖ
に向かって探索し、レイキャスティング処理による不透明度の積算値が所定の閾値以上に
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なった点を、３次元医用画像Ｖの座標空間におけるポインタの位置（３次元位置）に決定
することができる。ここで、探索の際に、不透明度や画素値が所定の閾値以上に急激に変
化する点や不透明度や画素値が所定の閾値以上となる点を検出してポインタの３次元位置
としてもよい。また、ＭＩＰ法によって非立体視用画像ＩMを生成している場合には、画
素値が最大となる点をポインタの３次元位置とすればよい。また、ポインタの３次元位置
と左眼視点位置VPLとを通る視線上の画素が投影される投影面上の位置を特定し、その特
定された位置に対応する左眼用視差画像ＩL中の位置にポインタ（矢印マーク等）が表示
されるようにし、同様に、ポインタの３次元位置と右眼視点位置VPRとを通る視線上の画
素が投影される投影面上の位置を特定し、その特定された位置に対応する右眼用視差画像
ＩR中の位置にポインタが表示されるようにすれば、小領域２１中でのポインタの立体視
表示が可能になる。なお、上記のポインタの３次元位置の決定方法では、３次元医用画像
Ｖのうち被検体が存在しない領域では、不透明度や画素値が上記の閾値条件を満たさない
こともありうるが、この場合には、ポインタを表示しないようにしてもよい。あるいは、
位置制御用の非立体視用画像ＩM中でのポインタの位置に基づいてポインタを非立体視表
示してもよい。その際、ポインタの色や形状等の表示態様を立体視表示と非立体視表示と
で変えて表示するようにしてもよい。
【００８７】
　このように、小領域２１中の表示は各眼用の視差画像ＩL、ＩRによる立体視表示を続け
つつ、ポインティングデバイスによるポインタの移動操作および切断面CLや注目領域ZRの
設定操作では、ポインティングデバイスの位置制御用の表示画面情報の非立体視用画像Ｉ

Mを用いて、ポインタや切断面CL、注目領域ZRの位置を内部的に特定するようにし、ポイ
ンタ等の位置も立体視表示するようにした場合には、立体視表示により、被検体内の構造
物の奥行き方向の位置関係をより正確に把握しながら、その奥行き方向に対してもポイン
ティングデバイスによる各種操作が可能になり、例えば、奥にある血管を指定するつもり
が、その手前にある別の構造物を指定しまうといった、ユーザの意図に反する操作が起こ
りにくくなり、操作性の向上に資する。
【００８８】
　なお、ポインティングデバイスのポインタは、位置制御用の非立体視用画像ＩM中での
ポインタの位置に基づいて常に非立体視表示されるようにしてもよい。この場合も、非立
体視用画像ＩM中の被検体が存在する領域と被検体が存在しない領域とでポインタの表示
態様を変えて表示するようにしてもよい。
【００８９】
　また、表示制御部１５は、例えば図１１Ｃのような立体視表示を含む画面表示において
、ユーザが図１０のアノテーションボタン２２ｄを用いて非立体視表示された断面画像の
いずれかに対してアノテーションを付加する操作を行った際に、付加されたアノテーショ
ンの３次元医用画像Ｖ中での位置を特定し、他の断面画像や立体視表示された画像中の対
応する位置にも同様のアノテーションを付加して表示させるようにしてもよい。図１７は
、アキシャル断面画像ＩAに矢印形状のアノテーションＭAを付加する操作に応じて、コロ
ナル断面画像ＩCおよび立体視表示された画像中の対応する位置に、各々、矢印形状のア
ノテーションＭC、ＭXを付加した表示例である。ここで、アノテーションＭXは、立体視
表示のもととなる各眼用の視差画像ＩL、ＩR中の対応する位置に付加することによって、
立体視表示されている。
【００９０】
　上記の各実施形態はあくまでも例示であり、上記のすべての説明が本発明の技術的範囲
を限定的に解釈するために利用されるべきものではない。
【００９１】
　この他、上記の実施形態におけるシステム構成、ハードウェア構成、処理フロー、モジ
ュール構成、ユーザインターフェースや具体的処理内容等に対して、本発明の趣旨から逸
脱しない範囲で様々な改変を行ったものも、本発明の技術的範囲に含まれる。
【００９２】
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　例えば、システム構成については、上記の実施形態では、図２および図８に示された各
処理が１台の画像処理ワークステーション４で行われるように説明したが、複数台のワー
クステーションに各処理を分散して協調処理するように構成してもよい。
【００９３】
　また、ハードウェア構成については、立体視表示の方式は上記の方式に限定されず、特
許文献１に記載のステレオビューワ等の特殊な光学特性を有する眼鏡を用いるものであっ
てもよいし、３次元の表示画素配列を用いたものであってもよい。また、上記実施形態で
は立体視表示で用いられる視差画像は左右各眼１つずつとしたが、左右の各側に多数の視
差画像を表示させるようにしてもよい（例えば、http://www.tuat.ac.jp/~e-takaki/stud
y/display/display.html参照）。
【００９４】
　さらに、立体視表示と非立体視表示の切替えは、上記第２の実施形態のように画面に表
示されたユーザインターフェースでの操作によってソフトウェア的に行ってもよいし、デ
ィスプレイ側のスイッチ等でハードウェア的に行ってもよい。
【００９５】
　処理フローについては、図３のフローチャートのステップ#2および#3、図９のフローチ
ャートのステップ#42から#44の各種画像の生成処理は、各フローチャートのように並列的
に行ってもよいし、直列的に順次行ってもよく、各生成処理の処理順序を入れ替えてもよ
い。
【００９６】
　モジュール構成については、第１の実施形態と第２の実施形態とを組み合わせた構成に
し、立体視表示用ディスプレイ４ａでの立体視表示と非立体視表示の切替え（第２の実施
形態参照）と出力先の装置毎の立体視用出力と非立体視用出力の切替え（第１の実施形態
参照）の両方を実装してもよい。
【００９７】
　具体的処理内容については、立体視用画像生成部１１および非立体視用画像生成部１２
は、ＭＩＰ法やＭｉｎＩＰ法、ＭＰＲ法等の、ボリュームレンダリング法以外の手法で画
像を生成してもよい。すなわち、生成される画像は、奥行き方向の情報を有する疑似３次
元画像であってもよいし、２次元の画像であってもよい。また、立体視用の左右両眼の視
差画像ＩL、ＩR中に立体視用の領域と非立体視用の領域を設けてもよい。例えば、被検体
の心臓を表す３次元医用画像Ｖに基づいて、立体視の対象とする冠動脈を公知の方法で抽
出し、抽出された冠動脈のみ左右の各視点VPL、VPRの視差画像を生成し、冠動脈以外の心
臓部分は左右の視差画像とも等価視点位置VPMからみた画像を生成し、生成された冠動脈
の視差画像の各々と心臓部分の画像とを重畳させることによって、左右の視差画像ＩL、
ＩRを生成すれば、心臓全体を表す画像について、冠動脈の立体視表示と冠動脈以外の心
臓部分の非立体視表示とが可能になる。
【００９８】
　また、異なる時相における３次元医用画像Ｖを入力とし、これに基づいて左右両眼の視
差画像ＩL、ＩRや、非立体視用画像ＩMを各時相で生成し、生成された各画像を時系列順
に切り替えて表示するようにすれば、動画的な表示も可能になる。特に、左右の視差画像
ＩL、ＩRの同期を取って切替表示することにより、立体視を伴う動画表示が実現される。
【００９９】
　さらに、表示制御部１５は、立体視表示の際、被検体を表す画像だけでなく、例えば図
１８に示したように、立体視表示された画像上で画像処理ワークステーション４のポイン
ティングデバイスの右クリック操作を行った際に表示されるサブメニューや、図１９に示
したような、表示された画像における被検体の向き（H=頭側(Head)、A=前側(Anterior)、
R=右側(Right)）を表すアイコンもあわせて立体視表示させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１００】
　　１　モダリティ
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　　２　画像保管サーバ
　　３　読影レポートサーバ
　　４　画像処理ワークステーション
　　４ａ　立体視対応ディスプレイ
　　５　プリンタ
　　９　ネットワーク
　１１　立体視用画像生成部
　１２　非立体視用画像生成部
　１３　選択的出力部
　１４　断面画像生成部
　１５　表示制御部
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